
 

                                             

             Ⅷ  生  活  衛  生              

 

１ 狂犬病の予防と動物愛護                  生活衛生課・生活衛生係 

    狂犬病予防法と佐世保市飼い犬等の管理に関する条例に基づき、犬の登録と狂犬病予防注射を

行っているほか、市民から寄せられる、犬に関する様々な苦情の処理を行うとともに、放し飼い、

捨て犬等により野犬化した犬の捕獲、抑留、告示、評価、返還、譲渡、処分の一連の業務を実施

しています。 

    近年、狂犬病予防接種の実施率は横ばい傾向にありますが、飼い主のモラルを問う放し飼い、 

   糞の不始末、鳴き声等の苦情も多いことから、広報・啓発を行っています。 

また、平成２８年度に中核市への移行に伴い、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき犬

猫の引き取りや負傷動物の収容を行っています。 

 

〔令和２年度実績〕 

（1）狂犬病予防法関係 
 

  

  

 

犬 登 録 数           予防注射数 捕獲頭数 返 還 数           譲 渡 数           処 分 数            

11,494  8,375 46  35  6  2  
 

（2）犬・猫引取関係（中核市業務） 
 

 
犬引取数 譲 渡 数 返 還 数 処 分 頭 猫引取数 譲 渡 数 返 還 数 処分頭数 

 
9  4  0  2  435  124  0  306  

 

      （3）犬に関する苦情等 
 

 

鳴声 
放し 

飼い 

糞尿 

 

家畜 

被害 

入り 

込み 

捨て 
犬 
件数 

野良 
犬 
件数 

負傷犬 
収容 
件数 

その 

他 
計 

咬傷事 
故届出 
件 数 

 

 

11 14 16 1 5 1 0 0 50 98 12 
 

 

２ 感染症の予防対策                      生活衛生課・生活衛生係 

（１）防疫業務 

    感染症を媒介するそ族等の発生を予防することを目的とした、消毒業務を行っています。 

また、新型コロナウイルス感染症に関しては、患者の接触場所等の消毒作業に関する調整等

を行っています。 

 

     〔令和２年度実績〕墓地・側溝等の消毒業務 
 
 

墓地数（延べ墓数） 側溝（延べ面積） 
 

６ヵ所（16,780基） １９８，７６０㎡ 

 
 

３ 環境衛生                          生活衛生課・生活衛生係 

環境衛生監視員を配置し、生活衛生関係施設に関する相談に応じ、必要な指導及び監視を行う

ことにより公衆衛生の向上を図ります。 
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（１）営業六法関係 

理容師法、美容師法、クリーニング業法、公衆浴場法、興行場法、旅館業法に基づき対象施

設の許認可業務を行っています。また、採水検査等の監視指導を行っています。 
 

    〔令和２年度実績〕 
 

区   分 施 設 数           許 認 可 数           廃 止 数           監視指導件数 
 

理 容 所                  ２６１      ４      ４      １１ 

美 容 所                  ６３７     ２８     １７      ３３ 

クリーニング業    ２６０      ２     １０      ４７ 

 
一般クリーニング所     ６５      ０      １      ４５ 

取次店    １９５      ２      ９       ２ 

公 衆 浴 場     ５０      ０      ０      ２８ 

 
一般公衆浴場      １      ０      ０       １ 

その他の公衆浴場     ４９      ０      ０      ２７ 

興 行 場                   ２８      ０      ０       ０ 

旅 館 業                  １９０      ３      ３      ２１ 

 

 

旅館・ホテル営業     ９４      ２      ３      １７ 
 

 
簡易宿所営業     ９５      １      ０       ４ 

 

 
下宿営業      １      ０      ０       ０ 

 

 

（２）特定建築物 

    不特定多数の人が利用する特定建築物の衛生管理に必要な事項について、監視指導を行って

います。 
 

     〔令和２年度実績〕 
 

区    分 事務所 店 舗 旅 館 興行場 百貨店 学 校 その他 合 計 
 

設 置 届 出 数                   ２７   ２７   １９    ６    ３    ４   １２   ９８ 

監 視 指 導 数                    ０    ３   ０    ０    ０    ０    ０    ３ 

 

（３）水道法関係 

    専用水道、簡易専用水道、小規模簡易専用水道、その他供給施設の維持管理等について指導

を行っています。また、化学物質や農薬による飲料水汚染の調査も行っています。 
 

    〔令和２年度実績〕 
 

施 設 数                                   行 政 検 査                 
 

簡易水道 

（民営） 
専用水道 

簡易専用 
水  道 

小 規 模 簡 易         
専用水道 

供給施設 
一般・原水

検査 

化学物質 
農薬検査 

監視指導 
件  数 

    ２    １６   ４４２   ２９６     ２    ２４     ８    ２６ 

 

（４）温泉法関係 

    温泉を公共の浴用又は飲用に利用する施設の許可業務を行っています。また、温泉成分によ

り禁忌症、適応症及び入浴または飲用上の注意に関する掲示を行うよう監視指導を行っていま

す。 
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    〔令和２年度実績〕 
 

施設数 許可数 廃止数 監視指導件数 
 

３３ １ ２ １１ 

 

（５）化製場等 

    化製場の設置許可及び指定区域内での動物の飼養等に対する許可業務を行っています。 
 

    〔令和２年度実績〕 
 

化 製 場 等           
死 亡 獣 畜           

取 扱 場           

飼 養 施 設                       監 視 指 導           

件   数           

 

牛 豚 鶏 犬 他 計 

１ １４ ８ ２ ０ 1 ０ １１ ０ 

 

（６）家庭用品 

    かぶれや接触性アレルギーなどの家庭用品による健康被害を防止するため、規制対象の一つ

であるホルムアルデヒドの検査を実施し、取扱業者の衛生意識の向上を図っています。 
 

    〔令和２年度実績〕 
 

試  買  検  査                     
 

適合 不適合 合  計 

２４ ０ ２４ 

 

（７）遊泳用プール等（１００トン以上） 

    多くの人々に利用される遊泳用プールに対し、水質基準、施設基準及び維持管理基準に基づ

き、監視指導を行っています。 

 

 

４ 斎場・墓地                         生活衛生課・生活衛生係 

（１）斎場の運営及び市有墓地の管理運営 

市内３ヶ所の斎場（西部芳世苑、東部芳世苑、宇久やすらぎ苑）の運営、並びに、本市所有の墓

地及び納骨堂の維持管理を行っています。 

 

①斎 場 

斎 場 名 所 在 地 火葬炉数 管 轄 区 域 開設年月日 

西部芳世苑 大潟町392-2 ７基 
東部地区及び宇久町全域を除く 

市内全域 
H20. 4. 1 

東部芳世苑 下の原町591 ４基 
東部地区（日宇、早岐、宮、三

川内、針尾、江上支所管内） 
H 4. 5. 1 

宇久やすらぎ苑 宇久町平1-1 ２基 宇久町全域 H11.12. 1 
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〔令和２年度の状況〕 

斎 場 名 
火 葬 件 数 改 葬 

 

遺 骨 

焼 却 

人 体 

一 部 

遺 骸 

 

保 管 

通夜室 

 

使 用 

式 場 

 

使 用 市内 市外 計 

西部芳世苑 2,382 180 2,562 19 81 186 50 0 

東部芳世苑 821 20 841 4 0 0 0 0 

宇久やすらぎ苑 50 1 51 0 0      2    35 15 

合  計 3,253 201 3,454 23 81    188 85 15 

 

②墓地の状況                           （令和3年3月31日現在） 

区 分 名  称  等 所 在 地 備   考 

市所有墓地 

【市直営墓地】 

佐世保市民霊園 

 

大潟町 

 

墓地基数 5,128基 

【市営墓地】 

 高梨墓地 

 名切墓地 

 山手墓地 

 

高梨町 

名切町 

山手町 

 

墓地基数   247基 

墓地基数  311基 

墓地基数  140基 

【市有墓地】 

 市内２８ヶ所 

 

市内一円 

 

市内２８ヶ所 

民間墓地  市内一円 施設数  2,487施設 

 

③納骨堂の状況                          （令和3年3月31日現在） 

区 分 名  称  等 所 在 地 備   考 

市所有納骨堂 佐世保市霊園納骨堂 大潟町４０２－１ 収蔵可能数 4,000体 

民間納骨堂  市内一円 施設数    43施設 

 

 

（２）墓地等経営許可に関する業務 

墓地、埋葬等に関する法律に基づく、墓地、納骨堂及び火葬場の経営等に係る許可及び、改葬の

許可等を行っています。 
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５ 食品衛生                          生活衛生課・食品衛生係 

   近年、食品産業の発展による加工技術の発達、流通の国際化、消費者ニーズの多様化、健康志

向など、食品をとりまく環境は、日々変化を遂げています。そういった中で、生命と健康に最も

かかわりの深い食品の安全性確保が強く求められています。 

   そのため、食中毒をはじめとする食品等による危害を未然に防止し、食品衛生の確保、向上を

図るため、食品衛生監視員１１名を配置し、食品取扱施設の監視指導、収去検査、講習会等を実

施し施設の整備、不良食品の排除、衛生知識の普及啓発等に努めています。 

また、新型コロナウイルス感染症に関しては、飲食店への感染対策の周知等を行っています。 

 

（１）営業の許可及び監視指導 

    食品衛生法及び長崎県条例に基づき、飲食店その他製造業等に対する許可業務を行うととも

に食品取扱施設の監視を行っています。 

 

①食品衛生法等の許可を要する施設及び監視状況〔令和２年度〕 
 

区    分 施 設 数             監 視 件 数               新規許可施設数 廃 業 施 設 数 

飲 食 店 営 業                     

 菓 子 製 造 業                     

 乳 処 理 業                     

 乳 製 品 製 造 業                     

 集 乳 業                     

 魚 介 類 販 売 業                     

 魚 介 類 せ り 売 業                     

 魚 肉 練 製 品 製 造 業                     

 食 品 の 冷 凍 冷 蔵 業                     

 か ん 詰 び ん 詰 製 造 業                     

 喫 茶 店 営 業                     

 あ ん 類 製 造 業                     

 ｱ ｲ ｽ ｸ ﾘ ｰ ﾑ 類 製造業                     

 乳 類 販 売 業                     

 食 肉 処 理 業                     

 食 肉 販 売 業                     

 食 肉 製 品 製 造 業                     

 乳 酸 菌 飲 料 製 造 業                     

 み そ 製 造 業                     

 し ょ う ゆ 製 造 業                     

 ソ ー ス 製 造 業                     

 酒 類 製 造 業                     

 と う ふ 製 造 業                     

 め ん 類 製 造 業                     

 そ う ざ い 製 造 業                     

 添 加 物 製 造 業                     

 清 涼 飲 料 水 製 造 業                     

 氷 雪 製 造 業                     

 氷 雪 販 売 業                     

食 用 油 脂 製 造 業 

魚 介 類 加 工 業 

魚介類販売業（無店舗） 

２，６９３ 

２５９ 
      １ 
      ３ 
      ０ 
    ３３６      

２ 
     １３ 

２９ 
      ７ 
    ２４５ 
      ３ 
     ２６ 
    ４２８     

２５ 
    ２８８ 
      ３ 

１       
     ９ 

      ４ 
      ９ 
      ４ 
     ６ 

     １２ 
７４ 

   ０ 
     ７ 

      ２ 
     ２ 

３ 

 ５２ 

１３ 

１，０７５ 

     １４５ 

      ３ 

３       

       ０ 

     ２６３ 

      ５ 

      ７ 

      １２ 

      ８ 

９４      

      ８ 

      １５ 

     ２４３      

１７ 

     ２６１ 

      ５ 

      ２ 

２        

２       

      ３ 

      １ 

１１       

１１       

     ４３ 

      ０ 

 １９       

      ０ 

      ０ 

１ 

３ 

    ０ 

     

２３２ 

     ２５ 
      ０ 
      ０ 
      ０ 
     ２９ 
      ０ 
      ０ 
      ４ 
      ２ 
     １７ 
      ０ 
     ０ 

     ２５ 

０       
     ２８

０ 
      ０ 
      ０ 
      ０ 
      ３ 
      ０ 
      ０ 
      １ 

１５      
      ０ 
      ０ 
     ０ 

      ０ 
      ０ 

     １ 

０ 

 

      

２６４ 

      ２５ 

       ０ 

       ０ 

      ０ 

      ２７ 

       ０ 

       １ 

       ２ 

     １ 

      １９ 

      ０ 

      １０ 

       ４０ 

       ０ 

      ２２ 

        ０ 

        ０ 

        ０ 

０ 

１ 

０ 

０ 

２ 

８ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

１ 

０ 

 

総    数 ４，５５９ ２，２６２ ３８２ ４２３ 
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②食品衛生法の許可を要しない施設及び監視状況〔令和２年度〕 
  
  

区    分 施 設 数           監 視 件 数             
 

 
 乳 さ く 取 業                     

 添 加 物 販 売 業                     

      ０ 

    ７６４ 

        ０  

      ４０ 
  

食 

品 

製 

造 

 つ け も の 製 造 業                 

 こ ん に ゃ く 製 造 業                 

 そ の 他 製 造 業                 

  

  

 

    ３６０ 

 

 

 

       ３３ 

   

 

 

 

 
 野 菜 果 物 類 販 売 業                     

 そ う ざ い 類 販 売 業                     

 菓 子 販 売 業                     

 そ の 他 食 品 販 売 業                     

 器具・容器包装・おもちゃ 

 の 製 造 又 は 販 売 業                     

    ７４４ 

    ５５６ 

  １，２４３ 

  １，０９０ 

 

    １２５ 

      ６７ 

      ７４ 

      ８１ 

      ８１ 

 

３８ 

 

 

 
給 

食 

施 

設 

 学 校                 

病  院・診 療 所 

 事 業 所                 

 そ の 他                 

     ５６ 

     ５６ 

     ２２ 

    ２０３ 

       １ 

       ０ 

       ０ 

       １ 

 
   総    数   ５，２１９      ４１６ 

 

 

（２）食中毒事件 
〔令和２年度発生状況〕  
 令和２年度の食中毒事件の発生はありません。 
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（３）収去検査 
    食品衛生法に基づく規格基準違反等の不良食品を排除するため、食品衛生監視員が市内で製

造販売している食品を収去し、保健所試験検査課で検査を実施しています。 
   

   〔令和２年度食品試験検査結果〕 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  
  
  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  
 

 

 

   区       分 

 

 試験し 

 

 た収去 

 

 検体数 

 不 良 

 

 

 

 検体数 

    不 良 理 由                           
 

 大 腸 

 

 菌 群 

 

 異 物 

 

 添加物 

 使 用 

 基 準 

 法定外 

 

 添加物 

 

 その他 

 

 魚 介 類                             １７    ３    ０   ０    ０    ０    ３ 

冷

凍

食

品 

 無 加 熱 摂 取                       

 加熱摂取（ 冷 凍 直 前 加 熱 ）               
 加熱摂取（ 冷 凍 直 前 未 加 熱 ）               
 生 食 用 冷 凍 魚 介 類                       

   ０ 

   ０ 
   ０ 
   ０ 

   ０ 

   ０ 
   ０ 
   ０ 

   ０ 

   ０ 
   ０ 
   ０ 

   ０ 

   ０ 
   ０ 
   ０ 

   ０ 

   ０ 
   ０ 
   ０ 

   ０ 

   ０ 
   ０ 
   ０ 

   ０ 

   ０ 
   ０ 
   ０ 

 魚 介 類 加 工 品                           
 肉 卵 類 及 び そ の 加 工 品                           
 乳 製 品                           
 ア イ ス ク リ ー ム ・ 氷 菓                           

 穀 類 及 び そ の 加 工 品                           

 野菜類果物及びその加工品                           

 菓 子 類                           

 清 涼 飲 料 水                           

 氷 雪                           

水                           
 か ん 詰 ・ び ん 詰 食 品                           
 そ の 他 の 食 品                           

   ０ 
   ０ 
   ０ 
   ０ 

   ０ 

   ３ 

   ５ 

   ７ 

   ０ 

  １９ 
   ０ 
  １３ 

   ０ 
   ０ 
   ０ 
   ０ 

   ０ 

   １ 

   ０  

   ０ 

   ０ 

   ０ 
   ０ 
   １ 

   ０ 
   ０ 
   ０ 
   ０ 

   ０ 

   ０ 

   ０ 

   ０ 

   ０ 

   ０ 
   ０ 
   １ 

   ０ 
   ０ 
   ０ 
   ０ 

   ０ 

   ０ 

   ０ 

   ０ 

   ０ 

   ０ 
   ０ 
   ０ 

   ０ 
   ０ 
   ０ 
   ０ 

   ０ 

   ０ 

   ０ 

   ０ 

   ０ 

   ０ 
   ０ 
   ０ 

   ０ 
   ０ 
   ０ 
   ０ 

   ０ 

   ０ 

   ０ 

   ０ 

   ０ 

   ０ 
   ０ 
   ０ 

   ０ 
   ０ 
   ０ 
   ０ 

   ０ 

   １ 

   ０ 

   ０ 

   ０ 

   ０ 
   ０ 
   ０ 

 器 具 及 び 容 器 包 装                           
 お も ち ゃ                           

   ０ 
   ０ 

   ０ 
   ０ 

   ０ 
   ０ 

   ０ 
   ０ 

   ０ 
   ０ 

   ０ 
   ０ 

   ０ 
   ０ 

          

 

  

 

 牛 乳 及 び 加 工 乳                              ３    ０    ０    ０    ０    ０    ０ 
 

 

   総       数   ６７    ５    １    ０    ０    ０    ４ 

 

 

（４）行政処分 

            

   〔令和２年度状況〕 
 
 

 営  業 

 許 可 の         

 取り消し 

 営 業 の         

 

 禁  止         

 営 業 の         

 

 停  止         

 改  善         

 

 命  令         

 物 品 の         

 

 廃  棄         

 そ の 他         

 （ 始 末         

 書 等 ）         

  告 発 件 数               

 

 

 

 

 

 
 無 許 可 営 業          そ の 他         

    ０     ０     ０     ０ 
 
 
 

    ０ 
 
 
 

  ４ 
 
 

    ０ 
 

    ０ 
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（５）佐世保市食品衛生協会の育成 
    協会が行う事業、特に食品衛生責任者講習会、食品衛生指導員による巡回指導等に対し積極

的に協力し、営業者自身による自主管理体制の確立に努めています。 

    また、活動補助金を交付し、協会の自主活動の助長を図っています。 

   

     ◇佐世保市食品衛生協会の概要 

       所在地：佐世保市高砂町５－１ ℡ ２５－１１７１ 

       会員数：３，４３０（令和３年３月末現在） 

   

（６）食品衛生啓発事業 

    〔令和２年度営業者、消費者に対する衛生講習会開催状況〕 
 

総     数 営 業 者               消 費 者               

回 数 人 員 回 数 人 員 回 数 人 員 

９ ３，１３５ ６ ３，０７６ ３ ５９ 
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６ 食肉衛生検査                  食肉衛生検査所・検査第一係・検査第二係 

   食肉衛生検査所（干尽町３番地４２、℡３３－５８４３）では、獣医師である と畜検査員及び食

鳥検査員を配置し、病気や異常のある食肉及び食鳥肉を取り除くため、牛、豚、馬、緬・山羊、鶏

の個体ごとの検査（と畜検査及び食鳥検査）を実施しています。 

 

 

（１）と畜検査及び食鳥検査 

   全ての食肉及び食鳥肉は、複数の獣医師による と畜検査及び食鳥検査を受けています。下記の 

  検査工程を経て、合格したものだけが流通を許可されます。 

 

①生体検査（生体検査） 

    家畜・鶏を生きた状態で検査します。伝染病や食用に適さない病気・異常が認められた場合は、 

   とさつが許可されません。 

 

  ②解体前検査（脱羽後検査） 

    とさつされた家畜・鶏の血液の性状等を解体前に検査します。伝染病や食用に適さない病気・

異常が認められた場合は、解体が許可されません。 

 

  ③解体後検査（内臓摘出後検査） 

    解体後の内臓や枝肉等を検査します。心臓・肝臓・肺・胃腸などの内臓検査や、枝肉・骨など

の枝肉検査、皮・乳房・頭等の検査に区分されます。複数の獣医師で多角的に判断します。 

    伝染病や食用に適さない病気・異常が認められた場合は、食用としての流通が許可されません。 

 

 

（２）精密検査 

    上記のと畜検査及び食鳥検査で異常が見つかり、即時判断が困難な場合には、精密検査室で微

生物検査、病理検査、理化学検査、寄生虫検査、ＢＳＥ検査などの専門的な検査を実施します。 

 

 

（３）衛生検査・残留動物用医薬品検査・調査研究 

    食肉及び食鳥肉に由来する食中毒菌等の衛生検査、残留動物用医薬品等の検査を行い、衛生と

安全性の確保を図ります。また課題解決や技術導入を目的とした調査研究を行います。 

 

 

（４）監視及び指導 

    と畜場及び食鳥処理場の衛生管理が適切に行われているかを検証し、必要に応じて指導を行い

ます。 
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（５）令和２年度検査状況 

〔と畜検査〕 

 と畜検査頭数 精密検査頭数 
検査成績 

とさつ禁止頭数 全部廃棄頭数 一部廃棄頭数 

成 牛 １０，８５７ ７４  ４２ ８，５８７ 

仔 牛 ６   １ ３ 

 豚 １０８，８６０ １７１  １４４ ８３，６０１ 

その他 ９    １ 

 計 １１９，７３２ ２４５  １８７ ９２，１９２ 

                                           ※一部廃棄頭数は延べ数。 

 

〔食鳥検査〕 

 食鳥検査羽数 精密検査羽数 
検査成績 

とさつ禁止羽数 全部廃棄羽数 一部廃棄羽数 

ブロイラー ３９６，７４１ ７  ９８０ ２２，９６７ 

※一部廃棄羽数は延べ数。 

 

 

〔衛生検査・残留動物用医薬品検査・調査研究〕 

  
検
体
数 

微
生
物
検
査 

病
理
検
査 

残
留
動
物
用 

医
薬
品
検
査 

理
化
学
検
査 

血
液
検
査 

血
清
検
査 

そ
の
他
の
検
査 

延
検
査
件
数 

  細
胞 

組
織 

直
接 

抽
出･

分
別

定
量 

 

血
清 

そ
の
他 

牛枝肉 細菌検査 40 590                   590 

牛枝肉 O-157 検査 30 103                   103 

豚枝肉 細菌検査 40 510                   510 

豚枝肉 サルモネラ等検査 30 193                   193 

食肉処理施設 衛生検査 40 120                 20 140 

食鳥処理 精密検査 11 82  5        87 

食鳥処理 衛生検査 1,855 2,889           
 

    400  3,289 

牛 残留動物用医薬品検査 893       2,601 134           2,735 

豚 残留動物用医薬品検査 393       1,092 89           1,181 

鶏 残留動物用医薬品検査 35    96 9      105 

他 残留動物用医薬品検査 21       63 
 

          63 

調査研究 392 1,649 
 

47   
 

     1,696 

その他（精度管理等） 19 202       5            207 

計 3,799 6,338 
 

52 3,852 237   
 

 420 10,899 
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７ 民営簡易水道 保健福祉政策課・簡易水道係 

（１）統合事業 

    民営簡易水道の課題解決に向け平成２４年度に策定した「第１次佐世保市簡易水道等統合実施

計画」（計画期間：平成２５年度～平成３４年度）に基づき、市上水道との統合事業を推進します。 

   〔計画概要〕※ 実績及び見直し等により事業期間は当初計画と異なる。 

順位 グループ名 簡易水道名 事業期間 

１ 野中・十文野地区 楠木専用水道 H25年度～H27年度 

２ 筒井地区 
平地飲料水供給施設 

H26年度～H28年度 
筒井大石飲料水供給施設 

３ 小川内地区 

小川内第１飲料水供給施設 

H27年度～H30年度 小川内第２飲料水供給施設 

中山飲料水供給施設 

４ 柚木地区 

潜木・戸平田簡易水道(公営) 

H28年度～R１年度 
高花飲料水供給施設 

三本木専用水道 

戸ケ倉飲料水供給施設 

５ 野中・十文野地区 

野中専用水道 

R2年度～R４年度 
十文野専用水道 

白仁田簡易水道（公営） 

山住飲料水供給施設 

  

（２）維持管理に対する支援 

    市上水道との統合が完了するまでは、全ての民営簡易水道の維持管理に対し、人的及び財政的

支援を継続し、安全・安心で安定した水の供給に努めます。 

   〔民営簡易水道一覧〕                  （令和 3年 4月 1日現在） 

水道事業名 地区 設置年 給水人口 給水戸数 

1 宮簡易水道 宮 S32 2,720 974 

2 里美簡易水道 柚木 H11 102 32 

3 宮津専用水道 宮 S38 221 83 

4 十文野専用水道 中里皆瀬 S37 119 54 

5 瀬道専用水道 宮 H元 98 33 

6 烏帽子飲料水供給施設 中部 S52 84 34 

7 山住飲料水供給施設 中里皆瀬 S22 44 22 

8 中尾地区飲料水供給施設 江迎 S62 32 12 
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